
平成 30 年和光市議会３月定例会

提出議案の概要

和光市



議 案 第 １ 号 和光市教育委員会委員の任命について

担 当 職員課

【目的】

和光市教育委員会委員の冨澤義宏氏の任期が平成３０年３月５日をもって満了と

なるため、新たに、村中秀人氏を和光市教育委員会委員に任命することについて、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を

求めるものです。

議 案 第 ２ 号 和光市土地開発公社の解散について

担 当 財政課

【目的】

和光市土地開発公社を解散することについて、公有地の拡大の推進に関する法律（昭

和４７年法律第６６号）第２２条第１項の規定により議決を求めるものです。

議 案 第 ３ 号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少につい

て

担 当 職員課

【目的】

埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を増減するときは、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、関係地方公共

団体の協議を行わなければなりません。この協議には、地方自治法第２９０条の規

定により、関係地方公共団体の議会の議決が必要とされています。

【内容】

平成３０年３月３１日付けで、「入間東部地区衛生組合」が解散により当該組合

を脱退します。
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議 案 第 ４ 号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について

担 当 職員課

【目的】

埼玉県市町村総合事務組合の規約を変更しようとするときは、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体の協議を行わ

なければなりません。この協議には、地方自治法第２９０条の規定により、関係地方

公共団体の議会の議決が必要とされています。

【内容】

１ 改正内容

平成３０年３月３１日付けで、「入間東部地区衛生組合」が解散により当該組

合を脱退します。

平成３０年４月１日付けで、「入間東部地区消防組合」が「入間東部地区事務

組合」に名称変更します。

２ 改正年月日

平成３０年４月１日から施行します。
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議 案 第 ５ 号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについ

て

担 当 職員課

【目的】

平成２９年度の人事院勧告において、民間の地域間・世代間の給与実態に合わ

せ、国家公務員の一般職の給料表の改正や勤勉手当の支給割合の見直しが示され、

国は平成２９年１２月１５日にこの人事院勧告に基づき、給料表等の改正を実施し

ました。

和光市でも国家公務員の改正に準じ、市職員の給料の見直しを行うため、関係す

る条例について所要の改正を行うものです。

【内容】

１ 条例改正の内容

平成２９年４月１日に遡及し、給料表を国の人事院勧告に準拠した給料表に改

正します。

再任用職員の給料月額については平成３１年度までに段階的に引き上げます。

平成２９年１２月１日に遡及し、勤勉手当の支給割合の見直しを行い、一般職

は年間０．１月分、引き上げます。
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議 案 第 ６ 号 和光市国民健康保険財政調整基金条例を定めることについて

担 当 健康保険医療課

【目的】

本条例は、市の国民健康保険被保険者の国民健康保険税負担の年度間の平準化を図

るため、財政調整基金を設置するものです。

なお、この条例の設置に併せて、既存の基金については廃止します。

【内容】

１ 和光市国民健康保険財政調整基金の設置

既存の国民健康保険保険給付費等支払基金は、保険給付費の支払金の不足に充当す

るため設置されたものですが、平成３０年度からの制度改正においては、市が負担す

る保険給付費は県から保険給付費等交付金の交付を受けることになります。一方で、

国民健康保険事業費納付金が県から示され、この財源として市が徴収する国民健康保

険税等を充て県に納付することになります。このため、国民健康保険被保険者の税負

担の年度間における平準化を図ることなどを目的に、財政調整基金を設置するもので

す。

なお、財政調整基金の当初の原資については、次の廃止する基金の残高とします。

２ 廃止する基金

和光市国民健康保険保険給付費等支払基金

和光市国民健康保険高額療養費資金貸付基金

和光市国民健康保険出産費資金貸付基金

３ 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。
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議 案 第 ７ 号 和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについ

て

担 当 健康保険医療課

【目的】

今回の改正は、平成３０年度からの国民健康保険制度改正に対して、新たに３年

を一期とする国民健康保険事業計画を策定し、納付金等から負担すべき国民健康保

険税必要額を推計し税率等を変更するものです。今回の改正により、一人当たり税

額は前年度比５％の増加となります。

【内容】

１ 税率等の改正（第３条、第５条、第６条、第８条、第２１条関係）

２ その他の主な改正

課税額の算定根拠を改正します。（第２条関係）

期別税額を千円単位から百円単位に変更します。（第１２条関係）

３ 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。

現　　行 改正案 現行との差

所得割 6.3% 6.9% 0.6ﾎﾟｲﾝﾄ

資産割 12.0% 12.0% -

均等割（円） 15,600 16,800 1,200 

平等割（円） 18,000 18,000 -

課税限度額（万円） 54 54 -

所得割 1.8% 2.0% 0.2ﾎﾟｲﾝﾄ

均等割（円） 7,200 7,200 0 

課税限度額（万円） 19 19 -

所得割 1.0% 1.2% 0.2ﾎﾟｲﾝﾄ

均等割（円） 7,200 7,200 0 

課税限度額（万円） 16 16 -

所得割 9.1% 10.1% 1.0ﾎﾟｲﾝﾄ

資産割 12.0% 12.0% -

均等割（円） 30,000 31,200 1,200 

平等割（円） 18,000 18,000 -

課税限度額（万円） 89 89 -

項　　目

医療給付費分

後期高齢者
支援金分

介護納付金分

合　計
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議 案 第 ８ 号 手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を定めることにつ

いて

担 当 政策課

【目的】

第二次和光市行政改革推進計画の取組に係る手数料の見直しを実施したことに伴

い、その額について必要な改正を行うものです。

【内容】

１ 規定する事項

和光市印鑑条例（昭和５１年条例第２３号）の一部改正について

第１２条の２の手数料を徴収する事項に登録した印影の変更及び登録証の再交

付を加えます。

和光市下水道条例（昭和５５年条例第１１号）の一部改正について

別表第１中、土地境界証明及びその他の証明に係る手数料の２００円を３００

円に改めます。

和光市手数料条例（平成１２年条例第１６号）の一部改正について

別表中、 住民関係のうち住民票補助簿の閲覧に係る手数料の２０００円を

３０００円に改め、 住民関係のうち住民票の写しの交付、印鑑登録証明書の

交付及び戸籍附表の写しの交付並びに 税務関係から その他の証明までに

係る各手数料の２００円を３００円に改めます。また、 住民関係に印鑑再登

録の手数料を３００円とする旨を新たに規定します。

２ 施行期日

平成３０年７月１日から施行します。
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議案第 ９ 号 和光市予防接種健康被害調査委員会条例を定めることについて

担 当 健康保険医療課

【目的】

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）の規定に基づき、市が実施した予防接種に

起因する事故又は副反応による健康被害（その疑いがあるものを含む。）について、

適正な解決を図るため、市の附属機関として、和光市予防接種健康被害調査委員会を

設置するものです。

【内容】

１ 要点

条例は、全１０条で構成され、第１条では条例の設置目的、第２条では委員会

の所掌事務、第３条では委員会の組織、第４条では委員の任期、第５条では委員

長の選任と職務、第６条では会議の開催、第７条では調査審議手続、第８条では

守秘義務、第９条では庶務を担当する部署、そして第１０条では委任として、市

長が定める特例を規定するものです。

また附則において、和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関

する条例を一部改正するものです。

２ 施行期日

公布の日から施行します。
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議案第１０号 和光市介護老人保健福祉施設条例等の一部を改正する条例を定めるこ

とについて

担 当 長寿あんしん課

【目的】

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律（平成２３年法律第３７号）等の規定により、平成３０年度の地域包括ケ

アシステム強化のための介護保険制度の改正に合わせて所要の改正を行うものです。

【内容】

１ 条例改正の内容

和光市介護老人保健福祉施設条例（平成１２年条例第２７号）

介護保険法の改正（平成２６年法律第８３号）に伴い、条項等の整備をするも

のです。

和光市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２５年条例第６号）

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）、指定地域密着型サービ

ス事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）

の改正に合わせ、所要の改正を行なうものです。

和光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２５年条例第７号）

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第３６号）の改正に合わせ、所要の改正を行なうも

のです。

和光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６

年条例第５号）

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

７号）の改正に合わせ、所要の改正を行なうものです。

２ 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。
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議案第１１号 和光市高齢者住宅条例を廃止する条例を定めることについて

担 当 長寿あんしん課

【内容】

１ 和光市高齢者住宅の借上げが、平成３０年９月３０日で、契約満了となるため、

和光市高齢者住宅条例（平成１０年条例第３０号）を廃止するものです。

２ 施行期日

平成３０年１０月１日から施行します。
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議案第１２号 和光市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を定めるこ

とについて

担 当 健康保険医療課

【目的】

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律

（平成２７年法律第３１号）が施行され、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）第５５条の２の規定が新設されることに伴い、和光市後期高齢者

医療に関する条例（平成２０年条例第１７号）について、所要の改正を行うもので

す。

【内容】

１ 改正の要点

国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）の規定により住所地特例の適用を受けて従前の住所地の被保険者とされてい

る者が後期高齢者医療制度に加入した場合の取扱いについて、現行では住所地の後

期高齢者医療広域連合の被保険者となるところ、当該住所地特例の適用を引き継

ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者になると変更されるため、

所要の改正を行います。

２ 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。
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議案第１３号 和光市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 長寿あんしん課

【目的】

介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第３０７号）及び地域包

括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律

第５２号）の公布に伴い和光市介護保険条例（平成１２年条例第２５条）の一部を改

正するとともに、第７期介護保険事業計画における介護保険料率の改定に伴い所要の

改正を行うものです。

【内容】

１ 和光市介護保険条例の一部改正

保険料率の改正（第７条関係）

第７期介護保険事業計画における第１号被保険者の保険料を定めるため、現行

の規定を次のように改正します。

保険料率（政令に定める保険料算定の基準額）

（改正前）第６期計画基準額 ５０，７３０円（月額４，２２８円）

（改正後）第７期計画基準額 ５５，１７０円（月額４，５９８円※対前期比

３７０円増）

長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額（第７条第１項第６号関係）

平成３０年４月１日施行のところ、特例措置のため平成２９年４月１日附則改

正を行ったところですが、介護保険施行令の改正が公布されたことに伴い、施行

日に向けた改正を行います。

市町村の質問検査権の拡大（第２４条）

第１号被保険者のみであった市町村の質問検査権の範囲が、第２号被保険者も対

象となったことに伴い所要の改正を行います。

２ 施行日

平成３０年４月１日から施行します。
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議案第１４号 和光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例を定めることについて

担 当 長寿あんしん課

【目的】

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（平成２６年法律第８３号）等の規定により、条例を定めるものです。

【内容】

１ 制定の要点

現在都道府県で行なっている居宅介護支援事業の指定権限等が、平成３０年度よ

り市町村に移譲されるため、県条例において委譲されていた居宅介護支援事業の人

員及び運営の基準等について新たに制定するものです。

２ 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。
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議案第１５号 和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する

条例を定めることについて

担 当 社会援護課

【目的】

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）及び高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）が改正され平成３０年４月１日に施行されることに伴

い、和光市重度心身障害者医療費支給に関する条例（昭和５２年条例第４号）の一部

に所要の改正を行うものです。

【内容】

１ 改正の要点

国民健康保険の保険者が市町村から県及び市町村に変更されること、後期高齢者

医療制度加入時の住所地特例の取扱いが変更されることになるため、条例第３条で

定めている、助成金の対象者の文言を改定するものです。

２ 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。
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議案第１６号 和光市保育クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めるこ

とについて

担 当 保育施設課

【目的】

保育クラブについては、今後においても事業の充実と安定的な事業運営を図ってい

くことが必要です。そのため、今年度実施した子ども・子育て支援事業計画の中間見

直しにおいて保育クラブの事業運営の財政構造を検証し、保育クラブの運営費全体に

占める市の独自負担の割合を保育園保育料と同様に１０％と設定することとしまし

た。この考え方を明記した計画に基づき、利用者負担額を改定するものです。

その他、事業名称を「保育クラブ」から「学童クラブ」に変更します。

【内容】

１ 改正の要点

名称の改正

「保育クラブ」の名称を「学童クラブ」に改正します。

保育料等の改定

ア 利用者負担分として補食代（おやつ代）を設定

児童１人当たり月額２，０００円を全ての階層において一律で負担していただ

きます。世帯階層区分が第１階層の場合の補食代は助成します。

イ 利用料の改定

補食代を除いた部分について、第２階層の月額１２０円から第６階層の月額

６００円までの範囲で改定するものです。

ウ 延長保育料の日額設定

延長保育料について、現在の月額１３００円に加え、新たに日額３００円を設

定するものです。
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２ 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。ただし、保育料等の改定は平成３０年９月１

日から適用します。
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議案第１７号 和光市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 健康保険医療課

【目的】

市の国民健康保険の基本的な運営方針について、３年を一期とした事業計画を策

定し、安定的な財政運営を行っていくことを明文化したものです。

その他、平成３０年度からの国民健康保険制度改正に伴う所要の改正を行うもの

です。

【内容】

１ 改正の要点

(1) 和光市国民健康保険事業計画の策定

平成３０年度から、３年を一期とした和光市国民健康保険事業計画を定め、医療

費分析から課題の抽出、課題解決のための保健事業等の施策の展開、被保険者数及

び医療費の推計を行い、被保険者のあるべき負担を明確にしながら、今後３年間の

国民健康保険税の税率等を示します。（第４条関係）

今後の税率等の改正については、３年に一度となります。（第１０条関係）

(2) 国民健康保険運営協議会の位置付け

市の国民健康保険運営協議会を、国民健康保険法第１１条第２項の規定に基づく

協議会と規定するものです。

２ 施行期日

平成３０年４月１日から施行します。
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議案第１８号 和光市都市公園条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 建設部都市整備課

【目的】

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）の一部改正により運動施設の敷地面積の総

計の当該都市公園の敷地面積に対する割合を都市公園法の基準を参酌して条例で法改

正日から１年以内に定めなければならないこと、及び和光市アーバンアクア公園及び

土地区画整理事業区域内で整備された公園等を都市公園として定めるため和光市都市

公園条例（昭和４４年条例第１６号）の一部を改正する条例を定めるために上程する

ものです。

【内容】

１ 都市公園法の一部改正に基づき改正するもの

運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合を都市公園

法の基準を参酌して１００分の５０と設定します。

都市公園施設の建築面積の設置基準（建蔽率）を都市公園法を参酌して１００

分の２に設定するとともに、公募対象公園施設である建築物の建蔽率の緩和規定

を設定します。

市民１人当たりの都市公園の敷地面積の基準が定められていますが、都市緑地

法の基づく市民緑地がある場合には、基準面積から市民１人当たりの市民緑地の

敷地面積を控除した面積以上とするため設定します。

２ 市独自の条例改正によるもの

和光市アーバンアクア公園及び土地区画整理区域内で整備された公園を都市公

園とするため、公園の名称及び位置を記載するものです。

公園施設のうち有料の運動施設、便益施設（駐車場）及び管理施設（会議室）

を定め、使用料を設定します。

２時間当たりの使用料 （円）

＊１ 会議室は 200 円

２ 駐車場３時間を超えた場合、１時間につき 100 円で１日最大 500 円 (24 時迄 )

種別 野球場 庭球場 フットサル場 サッカー場 ソフトボール場 駐車場

料金 3,460 1,460 2,190 3,000 2,000 200/3ｈ
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公園で制限されている行為に対する行為許可の使用料を改正します。

１平方メートル当たりの行為許可使用料（期間１日につき） （円）

市で管理している都市公園以外の公園についても、施設の設置、管理、占用及

び行為許可等都市公園と同一の管理を可能とするために改正します。

指定管理者による管理又は公募設置管理施設の活用が可能にするための条項を

設定します。

その他条ずれによる条文変更等行います。

３ 改正年月日

平成３０年４月１日から施行します。

種 類
物品販売

(㎡ )

車による

販売 (者 )

興行 (㎡ ) 集 会 等

(㎡ )

火気使用

(㎡ )

業の写

真 (台 )

業の映画

等 (台 )

新料金 100 売上 15％ 15 7 7 1,000 5,000/h

旧料金 50 50 5 1 1 100 100
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議案第１９号 市道路線の廃止について

担 当 道路安全課

【目的】

市道２４９号線の廃止

和光市駅北口土地区画整理事業に伴う街区整備を行うことから、既存市道路線を

廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定によ

り、この案を提出するものです。

【内容】

１ 廃止する市道路線

市道２４９号線

起点 和光市新倉一丁目３７１０番１地先

終点 和光市新倉一丁目３７０４番１地先

幅員 １．８２ｍ

延長 ６０．０４ｍ

２ 施行期日

議会承認後、縦覧・告示を行います。
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議案第２０号 市道路線の認定について

担 当 道路安全課

【目的】

市道６４９号線、及び市道６５０号線の認定

都市計画法第２９条の規定による開発行為により帰属された道路用地を、和光市

道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規

定により、この案を提出するものです。

【内容】

１ 認定する市道路線

市道６４９号線

起点 和光市下新倉三丁目９７７番２２地先

終点 和光市下新倉三丁目９７６番９地先

幅員 ６．００ｍ～８．４７ｍ

延長 １８．５４ｍ

市道６５０号線

起点 和光市下新倉四丁目２２３７番１２地先

終点 和光市下新倉四丁目２２３８番１地先

幅員 ６．００ｍ～９．８９ｍ

延長 ４２．３６ｍ

２ 施行期日

議会承認後、縦覧・告示を行います。
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平成２９年度補正予算の概要

議案第２１号 平成２９年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第４号）

議案第２２号 平成２９年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）

議案第２３号 平成２９年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算

（第３号）

議案第２４号 平成２９年度埼玉県和光市和光都市計画事業

和光市駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）

（参考資料） 各基金の現在高表
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１　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

15
国民健康保険保険
基盤安定負担金

45,000 2,684 47,684 健康保険医療課

15 生活保護費負担金 1,157,745 △ 5,138 1,152,607 社 会 援 護 課

15
社会保障・税番号制
度システム整備費補
助金（総務省分）

0 4,438 4,438 情 報 推 進 課

15
地域生活支援事業
補助金

34,258 △ 1,014 33,244 社 会 援 護 課

15

社会保障・税番号制
度システム整備費補
助金（厚生労働省
分）

0 1,715 1,715 情 報 推 進 課

15
社会資本整備総合
交付金（都市整備
課）

146,952 △ 46,749 100,203 都 市 整 備 課

15
社会資本整備総合
交付金（道路安全
課）

57,101 △ 18,456 38,645 道 路 安 全 課

平成２９年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第４号）

（　市長査定資料　）

予 算 現 額 25,670,079千円

補 正 額 △ 52,566千円

補正後予算額 25,617,513千円

（単位：千円）

説 明

保険基盤安定繰出金に係る負
担金の額が確定したため、増額
補正するもの。

歳出における介護扶助費減額
補正に伴い、歳入も減額補正
するもの。
（補助率：3/4）

マイナンバー制度及びマイナン
バーカード等への旧姓併記対
応に関するシステム整備等に
係る補助金の交付があるため、
追加計上するもの。（補助率
10/10・税務システムのみ2/3）

歳出における研修業務及び権
利擁護業務委託料減額補正に
伴い、歳入も減額補正するも
の。

マイナンバー制度に関するシス
テム整備等の補助金の交付が
あるため追加計上するもの。
（補助率2/3）

社会資本整備総合交付金の交
付額が確定したため、減額補正
するもの。

社会資本整備総合交付金の配
分決定に伴い、減額補正するも
の。

－1－22
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議案第２１号
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

15
社会資本整備総合
交付金（危機管理
室）

11,000 △ 5,800 5,200 危 機 管 理 室

16
国民健康保険保険
基盤安定負担金

112,500 2,903 115,403 健康保険医療課

16
地域生活支援事業
補助金

17,129 △ 507 16,622 社 会 援 護 課

16
家庭保育室等運営
事業費補助金

1,899 △ 467 1,432 保 育 サ ポ ー ト 課

17
財政調整基金運用
利子

572 471 1,043 財 政 課

17
公共用地取得事業
基金運用利子

42 190 232 財 政 課

17
学校教育施設整備
基金運用利子

29 48 77 教 育 総 務 課

17
公共施設整備基金
運用利子

75 49 124 財 政 課

17
都市基盤整備基金
運用利子

102 63 165 都 市 整 備 課

17
和光市まちづくり基
金運用利子

14 42 56 総 務 人 権 課

18
和光市まちづくり寄
附条例寄附金

3,379 11,608 14,987 総 務 人 権 課

社会資本整備総合交付金の内
示額が確定したため、減額補正
するもの。

保険基盤安定繰出金に係る負
担金の額が確定したため、増額
補正するもの。

歳出における研修業務及び権
利擁護業務委託料減額補正に
伴い、歳入も減額補正するも
の。

家庭保育室利用者数（主に管
外）が当初予算計上時よりも下
回る見込みのため、減額補正
するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

基金運用利子額が確定したた
め、増額補正するもの。

和光市まちづくり寄附条例に基
づく寄附金を受けたことに伴
い、増額補正するもの。

－2－23
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款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

19
和光市まちづくり基
金繰入金

7,485 870 8,355 総 務 人 権 課

21 雑入（保育施設課） 17,063 △ 1,916 15,147 保 育 施 設 課

22
市道舗装補修事業
債

110,200 △ 15,400 94,800 財 政 課

22 芝宮橋整備事業債 27,700 5,000 32,700 財 政 課

22
白子三丁目中央土
地区画整理組合活
動支援事業債

387,200 10,000 397,200 財 政 課

22
アーバンアクア公園
整備事業債

82,500 4,400 86,900 財 政 課

22
新設公園整備事業
債

35,600 3,700 39,300 財 政 課

22
防災行政無線整備
事業債

9,900 △ 5,300 4,600 財 政 課

アジア・エアガン選手権大会に
関するおもてなしイベント事業
への寄附額が確定したため、増
額補正するもの。

ひろさわ保育園整備工事負担
金の額が確定したため、減額補
正するもの。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、増額補正するも
の。

起債種別の調整に伴い、増額
補正するもの。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、増額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、増額補正するも
の。

起債対象事業費が変更となっ
たことに伴い、減額補正するも
の。

－3－24
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２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

職員人件費
※1議会費から10教
育費までにある同名
称事業の合算

3,331,248 21,767 3,353,015 職 員 課

2 庁舎維持管理 168,617 △ 6,000 162,617 総 務 人 権 課

2
和光市納税サポート
センター運営

5,710 △ 1,076 4,634 収 納 課

2 和光市長選挙 25,916 5 25,921
選挙管理委員会
事 務 局

2
衆議院議員総選挙
及び最高裁判所裁
判官国民審査

36,440 8 36,448
選挙管理委員会
事 務 局

2 コミュニティ活動支援 17,027 200 17,227 市民活動推進課

3
権利擁護センター
（成年後見支援セン
ター）

12,249 △ 3,017 9,232 社 会 援 護 課

3
介護保険特別会計
繰出金

613,208 2,766 615,974 長 寿 あ ん し ん 課

3
国民健康保険特別
会計繰出金

726,065 6,578 732,643 健康保険医療課

3 ネウボラ 141,409 14,092 155,501 ネ ウ ボ ラ 課

（単位：千円）

説 明

給料表の改定及び勤勉手当の
支給月数の変更により、増額補
正するもの。

光熱水費について、当初の積
算より安価に執行できる見込が
ついたため、減額補正するも
の。

入札差金による不用額が発生
したため、減額補正するもの。

給料表の改定により、超過勤務
手当の差額分を増額補正する
もの。

給料表の改定により、超過勤務
手当の差額分を増額補正する
もの。

自治会連合会が実施する「自
治会優待カード事業」について
自治会連合会補助金を増額補
正するもの。

研修業務及び権利擁護業務委
託料については、市民後見人
養成講座の業務委託料を削減
できたため、減額補正するも
の。

介護保険特別会計の事業費補
正に伴い、増額補正するもの。

保険基盤安定繰出金、財政安
定化支援事業繰出金の額が確
定したため、増額補正するも
の。

平成28年度子ども・子育て支援
交付金において、実績報告額
が交付申請額に満たなかった
ため、補助金の一部を返還する
ため増額補正するもの。

－4－25
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款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

3 家庭保育室等助成 20,968 △ 5,343 15,625 保 育 サ ポ ー ト 課

3
民間保育所等基盤
整備

137,330 △ 1,916 135,414 保 育 施 設 課

3
児童センター(館)管
理運営

121,542 120 121,662 保 育 施 設 課

3 生活保護 1,588,787 △ 6,850 1,581,937 社 会 援 護 課

4 医療団体等支援 16,495 △ 2,138 14,357 健康保険医療課

8
都市基盤整備基金
積立

100,102 63 100,165 都 市 整 備 課

8 都市計画業務 37,561 △ 20,000 17,561 都 市 整 備 課

8
白子三丁目中央土
地区画整理組合活
動支援

547,356 △ 45,747 501,609 都 市 整 備 課

8
駅北口土地区画整
理事業特別会計繰
出金

416,466 △ 63,060 353,406 都 市 整 備 課

8 公園整備 64,800 △ 4,000 60,800 都 市 整 備 課

家庭保育室利用者数（主に管
外）が当初予算計上時よりも下
回る見込みのため、減額補正
するもの。

ひろさわ保育園整備工事負担
金の額が確定したため、減額補
正するもの。

市外水泳施設利用者が年度当
初の利用見込みを上回ってい
ることから、増額補正するもの。

介護扶助費

介護扶助受給人員減少により
減額補正するもの。（主に65歳
未満の施設入所者の減少によ
る。）

平成29年度朝霞地区周産期医
療寄附講座支援事業の派遣医
師が減少したため、減額補正す
るもの。

都市基盤整備基金現在高（補
正後）
205,922千円

環境影響評価調査業務の現地
調査時期の変更及び入札差金
等による不用額が発生したた
め、減額補正するもの。

社会資本整備総合交付金の交
付額が確定したため、減額補正
するもの。

給料表の改定及び勤勉手当の
支給月数の変更により、増額補
正するもの。また、交付金の減
額及び事業費分の減額の差額
分を減額補正するもの。

入札差金等による不用額が発
生したため、減額補正するも
の。
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款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

（単位：千円）

説 明

8
アーバンアクア公園
整備

173,427 △ 774 172,653 都 市 整 備 課

10
学校教育施設整備
基金積立

29 48 77 教 育 総 務 課

12 財政調整基金積立 268,015 49,819 317,834 財 政 課

12
公共用地取得事業
基金積立

185,845 190 186,035 財 政 課

12
公共施設整備基金
積立

50,075 49 50,124 財 政 課

12 まちづくり基金積立 3,393 11,650 15,043 総 務 人 権 課

入札差金等による不用額が発
生したため、減額補正するも
の。また、管理棟付属設備工事
及び安全対策工事を実施する
ため、増額補正するもの。

学校教育施設整備基金現在高
（補正後）
105,542千円

財政調整基金現在高（補正後）
1,081,485千円

公共用地取得事業基金現在高
（補正後）
268,904千円

公共施設整備基金現在高（補
正後）
148,324千円

和光市まちづくり寄附条例に基
づく寄附金を和光市まちづくり
基金に積み立てるため、増額補
正するもの。
まちづくり基金現在高（補正後）
46,649千円
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３　繰越明許費

（追加） （単位：千円）

款 項 事　業 金　額

１  総務管理費
国有地利活用

（広沢複合施設整備事業）
1,110

２  徴税費
賦課業務

（区画整理本換地に伴うデータ処理事業）
1,037

戸籍住民基本台帳業務
（通知カード・個人番号カード交付事業）

9,307

土地区画整理事業に伴う住居表示整備
（換地処分に伴う本籍地変更事業）

2,981

道路補修
（市道484号線排水管補修事業）

12,000

道路整備
（市道408号線道路改良事業）

18,650

道路整備
（芝宮橋整備事業）

68,500

（変更） （単位：千円）

補　正　前 補　正　後

事　業 事　業

金　額 金　額

アーバンアクア公園整備
（アーバンアクア公園

管理棟建築工事）

アーバンアクア公園整備
（管理棟建築事業・
交通安全対策事業）

100,500 136,500

２ 総務費

３  戸籍住民基本台帳費

８ 土木費 １  道路橋りょう費

款 項

８ 土木費 ３  都市計画費
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４　地方債

(単位：千円)（変更）

補　正　前 補　正　後

限　度　額 限　度　額

市道舗装補修事業 110,200 94,800

芝宮橋整備事業 27,700 32,700

白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援事業 387,200 397,200

アーバンアクア公園整備事業 82,500 86,900

新設公園整備事業 35,600 39,300

防災行政無線整備事業 9,900 4,600

起債の目的
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１　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

7 県財政調整交付金 394,239 △ 881 393,358 健康保険医療課

9
保険給付費等支払
基金預金利子

1 286 287 健康保険医療課

10
保険基盤安定繰入
金(保険税軽減分)

120,000 2,083 122,083 健康保険医療課

10
保険基盤安定繰入
金(保険者支援分)

90,000 5,368 95,368 健康保険医療課

10
財政安定化支援事
業繰入金

1,000 △ 873 127 健康保険医療課

２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

1
和光市納税サポート
センター運営（国保）

4,666 △ 881 3,785 収 納 課

9 基金積立金 433,724 6,864 440,588 健康保険医療課

平成２９年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

（　市長査定資料　）

予 算 現 額 8,479,174千円

補 正 額 5,983千円

補正後予算額 8,485,157千円

（単位：千円）

説 明

納税サポートセンター運営費用
を減額補正するため、それに伴
う県財政調整交付金を同様に
減額補正するもの。

預金利子額が確定したため、増
額補正するもの。

繰入金額が確定したため、予算
額との差異を増額補正するも
の。

繰入金額が確定したため、予算
額との差異を増額補正するも
の。

繰入金額が確定したため、予算
額との差異を減額補正するも
の。

（単位：千円）

説 明

入札差金による不用額が発生
したため、減額補正するもの。

保険給付費等支払基金
残高（補正後）481,971千円
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１　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

5
介護給付費準備基
金運用利子

1 157 158 長 寿 あ ん し ん 課

6 事務費繰入金 199,832 2,766 202,598 長 寿 あ ん し ん 課

２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

1
介護保険システム改
修事業（長寿あんし
ん課）

0 2,766 2,766 長 寿 あ ん し ん 課

9
介護給付費準備基
金積立

77,213 157 77,370 長 寿 あ ん し ん 課

平成２９年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算（第３号）

（　市長査定資料　）

予 算 現 額 3,638,665千円

補 正 額 2,923千円

補正後予算額 3,641,588千円

（単位：千円）

説 明

利子の確定に伴い、増額補正
するもの。

介護保険システム改修事業の
補正に伴い、増額補正するも
の。

（単位：千円）

説 明

平成30年4月法改正に伴い、介
護保険システムの改修のため、
追加計上するもの。

利子の確定に伴い、増額補正
するもの。
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３　繰越明許費

（追加） （単位：千円）

款 項 事　業 金　額

介護保険システム改修事業（長寿あんしん課）
（介護保険給付管理システム改修事業）

692

介護保険システム改修事業（長寿あんしん課）
（介護予防ケアマネジメントシステム改修事業）

2,074

１　総務費 １　総務管理費

- 11 -
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１　歳入

款 区 分 （ 細 節 ） 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

1
社会資本整備総合
交付金

107,800 △ 52,283 55,517
駅北口土地区画
整理事業事務所

2 一般会計繰入金 416,466 △ 63,060 353,406
駅北口土地区画
整理事業事務所

5
駅北口土地区画整
理事業債

548,300 62,500 610,800
駅北口土地区画
整理事業事務所

２　歳出

款 事 業 名 称 補 正 前 補 正 額 補 正 後 所 管 課

1 職員人件費 85,251 562 85,813
駅北口土地区画
整理事業事務所

2
駅北口土地区画整
理推進（駅北）

1,066,542 △ 53,405 1,013,137
駅北口土地区画
整理事業事務所

平成２９年度埼玉県和光市和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）

（ 市長査定資料 ）
予 算 現 額 1,152,293千円

補 正 額 △ 52,843千円

補正後予算額 1,099,450千円

（単位：千円）

説 明

交付金額の決定により、減額補
正するもの。

給料表の改定及び勤勉手当の
支給月数の変更により、増額補
正するもの。また、交付金の減
額及び区画整理事業債の増額
による繰入金の減額と事業費減
額の差額を減額補正するもの。

交付金減額決定に伴う起債対
象額変更による減額及び起債
種別の調整により、増額補正す
るもの。

（単位：千円）

説 明

給料表の改定及び勤勉手当の
支給月数の変更により、増額補
正するもの。

報酬・共済費・旅費について
は、補償業務専門員の採用が
困難なため減額。委託料につい
ては、本掘調査の不用及び工
事委託量の減少のため減額。補
償・補填及び賠償金について
は、損失補償対象の箇所数など
の減少のため減額。償還金・利
子及び割引料については、当初
予定していた利息が下回ったた
め減額補正するもの。
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３　繰越明許費

４　地方債

(単位：千円)

（追加） （単位：千円）

款 項 事　業 金　額

駅北口土地区画整理推進（駅北）
（区画道路築造整備事業）

37,668

駅北口土地区画整理推進（駅北）
（宅地造成整備事業）

20,624

（変更）

補　正　前 補　正　後

限　度　額 限　度　額

和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業 548,300 610,800

２ 区画整理事業費 １　 事業費

起債の目的

- 13 -
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積  立  額 取　崩　額

1,031,666 49,819 1,081,485

0 0

105,494 48 105,542

268,714 190 268,904

148,275 49 148,324

205,859 63 205,922

0 0

35,869 11,650 870 46,649

1,795,877 61,819 870 1,856,826

5,000 5,000

475,107 6,864 481,971

5,000 5,000

133,125 157 133,282

5,000 5,000

623,232 7,021 0 630,253

2,419,109 68,840 870 2,487,079

（参考資料）

各基金の現在高表
（単位：千円）

積立及び取崩の状況

財 政 調 整 基 金

市 債 管 理 基 金

学 校 教 育 施 設 整 備 基 金

公 共 用 地 取 得 事 業 基 金

公 共 施 設 整 備 基 金

都 市 基 盤 整 備 基 金

学 校 建 設 基 金

ま ち づ く り 基 金

小 計

国民健康保険高額療養費資金貸付基金

国民健康保険保険給付費等支払基金

国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金

介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金

介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等
一 部 負 担 金 に 係 る 資 金 貸 付 基 金

小 計

合 計

各会計の起債合計額及び地方債元金償還額

３ 月 補 正 後
起 債 合 計 額

地 方 債 元 金 償 還 額

一 般 会 計 1,151,100千円 1,522,581千円

駅 北 口 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 610,800千円 0千円

合 計 1,761,900千円 1,522,581千円

会計
区分

基　　　金　　　名
補  正  前
現  在  高

補  正  後
現  在  高

特
別
会
計

一
般
会
計
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平成３０年度予算の概要

議案第２５号 平成３０年度埼玉県和光市一般会計予算

議案第２６号 平成３０年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計予算

議案第２７号 平成３０年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２８号 平成３０年度埼玉県和光市介護保険特別会計予算

議案第２９号 平成３０年度埼玉県和光市和光都市計画事業

和光市駅北口土地区画整理事業特別会計予算

議案第３０号 平成３０年度埼玉県和光市水道事業会計予算

議案第３１号 平成３０年度埼玉県和光市下水道事業会計予算

36



平成３０年度一般会計予算について

１ 基本方針

平成３０年度の予算編成について、福祉分野では、待機児童の解消に向けた民間保育所

や「長寿あんしんグランドデザイン」に基づく地域密着型サービス拠点等を誘致するため

の経費を計上するほか、まちづくりの分野では、土地区画整理事業、駅北口地区高度利用

化事業、広沢複合施設整備事業など、将来を見据えた投資的事業を着実に推進していくた

めの経費を計上し、予算総額は前年度から大きく増加している。

予算編成にあたっては、「選択と集中」の考え方のもと、限りある経営資源を必要性・重

要性の高い施策に配分するとともに、事業に合わせた基金の活用や市債を発行するなどを

し、所要の財源を確保した。

２ 予算規模

歳入歳出総額 ２５６億６，６００万円

（対前年度比 １１億３，１００万円、４．６％の増）

⑴ 市税の状況

市税合計額 １４５億５，３０７万１千円

（対前年度比 ２億５，０５０万１千円、１．８％の増）

【主要税目の状況】

・個人市民税 １億１０２万２千円増加(対前年度比 １．６％の増)

・法人市民税 １，７５９万２千円減少(対前年度比 ３．７％の減)

・固定資産税 １，９０３万９千円減少(対前年度比 ０．３％の減)

※ 固定資産税は、国有資産等所在市町村交付金を含まない純固定資産税の比較
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⑵ 市債の状況

市債合計 １４億３２０万円

（対前年度比 ５億３，４００万円、６１．４％の増）

・広沢国有地先行取得債 ３億７，２１０万円

・庁舎議場吊天井耐震補強整備事業債 ５，４６０万円

・市道舗装修繕事業債 ３，８３０万円

・芝宮橋整備事業債 ４，１８０万円

・古美山立体橋耐震補強整備事業債 １，９８０万円

・白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援事業債 ３億２，５６０万円

・アーバンアクア公園整備事業債 ８，４６０万円

・越後山土地区画整理組合活動支援事業債 ３億５，３７０万円

・上谷津ふれあいの森用地取得債 ６，４８０万円

・防災行政無線整備事業債 ４６０万円

・第四小学校アスベスト撤去事業債 ４，３３０万円

平成３０年度末における一般会計地方債現在高の見込額

１７０億６，４８１万５千円(２９年度から１億５，５７５万３千円の減)

⑶ 基金の積立及び取崩状況

基金繰入金の合計 ４億５，６３３万円

（対前年度比 △５，６７０万８千円、１１．１％の減）

（単位：千円）

積　立　額 取　崩　額

財 政 調 整 基 金
(目標値：標準財政規模の10％)

学校教育施設整備基金
(学校教育施設の整備に充てる基金)

公共用地取得事業基金
(公共用地取得事業に充てる基金)

公 共 施 設 整 備 基 金
(学校教育施設以外の公共施設整備に充てる基金)

都 市 基 盤 整 備 基 金
(都市基盤整備事業に充てる基金)

ま ち づ く り 基 金 46,649 12 21,386 25,275

合 計 1,856,826 550 456,330 1,401,046

148,324 45 80,000 68,369

205,922 62 36,000 169,984

105,542 32 0 105,574

268,904 81 255,339 13,646

平 成 30 年 度
基　　　金　　　名

平成29年度末
現在高見込額

平成30年度末
現在高見込額

1,081,485 318 63,605 1,018,198

38

anakada
テキストボックス
38



地方消費税交付金のうち消費税率引き上げ分の社会保障施策への対応

地方消費税交付金 １２億８，２００万円

うち消費税率引き上げ分 ５億４，０００万円

【社会保障施策への対応】

・障害者福祉費 ９，６６６万円

・保育園費 ２億８，６２０万円

・学童クラブ費 ２，１６０万円

・生活保護費 １億１，７７２万円

・予防費 １，７８２万円

都市計画税の使途予定について

（単位：千円）

財 源 内 訳

事 業 名 事 業 費 一 般 財 源

都市計画税 そ の 他
特 定 財 源

189,969 158,886 19,444 11,639

403,410 0 252,348 151,062

593,379 158,886 271,792 162,701

2,031,465 1,328,602 439,668 263,195

361,770 0 361,770 0

2,986,614 1,487,488 1,073,230 425,896合 計

公 園 整 備

下水道整備

都市計画事業　計

区画整理事業

地 方 債 償 還
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（単位：千円）

30年度
予算額

29年度
予算額

増減額
増減率
(％)

1 14,553,071 14,302,570 250,501 1.8

2 108,000 112,000 △ 4,000 △ 3.6

3 15,000 13,000 2,000 15.4

4 33,000 74,000 △ 41,000 △ 55.4

5 20,000 73,000 △ 53,000 △ 72.6

6 1,282,000 1,156,000 126,000 10.9

7 1,398 1,358 40 2.9

8 43,000 39,000 4,000 10.3

9 33,400 33,400 0 0.0

10 66,000 68,000 △ 2,000 △ 2.9

11 10,000 50,000 △ 40,000 △ 80.0

12 8,000 8,000 0 0.0

13 676,528 683,205 △ 6,677 △ 1.0

14 277,812 281,877 △ 4,065 △ 1.4

15 4,294,620 3,834,316 460,304 12.0

16 1,646,566 1,454,811 191,755 13.2

17 11,843 224,098 △ 212,255 △ 94.7

18 1 2 △ 1 △ 50.0

19 456,331 513,039 △ 56,708 △ 11.1

20 500,000 500,000 0 0.0

21 226,230 244,124 △ 17,894 △ 7.3

22 1,403,200 869,200 534,000 61.4

25,666,000 24,535,000 1,131,000 4.6

平成３０年度一般会計歳入予算概要

歳　入　科　目

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金等

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

市債

歳　入　合　計
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（単位：千円）

30年度
予算額

29年度
予算額

増減額
増減率
(％)

1 222,619 217,537 5,082 2.3

2 3,489,886 2,785,032 704,854 25.3

3 12,226,405 11,877,210 349,195 2.9

4 1,494,278 1,508,170 △ 13,892 △ 0.9

5 61,173 62,477 △ 1,304 △ 2.1

6 50,820 49,573 1,247 2.5

7 74,854 79,289 △ 4,435 △ 5.6

8 3,302,305 3,091,438 210,867 6.8

9 934,169 949,147 △ 14,978 △ 1.6

10 2,070,966 2,030,239 40,727 2.0

11 1,713,069 1,673,381 39,688 2.4

12 456 186,507 △ 186,051 △ 99.8

13 25,000 25,000 0 0.0

25,666,000 24,535,000 1,131,000 4.6

平成３０年度一般会計歳出予算概要

歳　出　科　目

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

予備費

歳　出　合　計

教育費

公債費

諸支出金
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平成３０年度国民健康保険特別会計予算について

１ 基本方針

平成３０年度は、国民健康保険における制度改正により、これまでの市町村運営から

都道府県が保険者として加わり、財政運営の主体となることで市町村の特別会計におけ

る財政構造が大きく変わることになる。市町村が負担する保険給付費については、都道

府県からの保険給付費等交付金が交付される一方で、市町村は、都道府県から示される

国保事業費納付金を納めることになる。また、一般会計からの法定外繰入金については、

段階的に解消することが求められている。

このような状況を踏まえ、当市では、和光市国民健康保険事業計画を策定した。この

内容については、現状分析から課題を抽出し、効果のある保健事業を推進するとともに、

被保険者数や財政推計を行った上で、被保険者の本来のあるべき負担を明確にしながら、

平成 30 年度から 3 ヵ年の国民健康保険税率等を示したもので、安定的な財政運営を図

るものになっている。

当市の被保険者数については、社会保険加入や後期高齢者医療制度への移行により

年々減少することが予想される。また、医療費については、一人当たり医療費は増加が

見込まれるものの、被保険者数の減少により、医療費総額は減少していくことが予測さ

れている。なお、被保険者数の減少による税収の減少が見込まれ、引き続き財政運営は

厳しいものとなっている。

平成 30 年度については、積極的な保健事業の推進により医療費を抑制し、今後の納

付金の低減につなげることを目的に、次の視点を考慮した予算編成を行った。

保健事業の推進

脳梗塞の再発を予防する取組、生活習慣病対象者への対策、特定健診や特定保

健指導の実施率・改善率の向上、生活習慣病重症化予防対策事業による人工透析

移行の防止、健康マイレージ、健康サポート訪問事業等の実施により、被保険者

の健康の保持・増進と医療費の適正化を図る。

自主財源の確保

口座振替の加入促進、納税サポートセンターによる初期滞納への早期着手等によ

り、収納率の向上を図る。
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２ 予算規模

歳入歳出総額 ７１億１，３５３万５千円

（対前年度比 ８億６，２６７万８千円、 １０．８％の減）

Ⅰ 被保険者等の状況

項 目 説 明

１ 世帯数

２ 被保険者数

平成 28 年度平均 10,780 世帯

平成 29 年度平均見込 10,394 世帯

（12 月末 10,377 世帯）

平成 30 年度平均見込 10,140 世帯

（対前年増減 △2.44％）

平成 28 年度平均 16,718 人

平成 29 年度平均見込 15,825 人

（12 月末 15,584 人）

平成 30 年度平均見込 15,109 人

（対前年増減 △4.52％）

一般被保険者

平成 28 年度平均 16,425 人

平成 29 年度平均見込 15,700 人

（12 月末 15,477 人）

平成 30 年度平均見込 15,041 人

（対前年増減 △4.20％）

退職被保険者

平成 28 年度平均 293 人

平成 29 年度平均見込 125 人

（12 月末 107 人）

平成 30 年度平均見込 68 人

（対前年増減 △45.60％）
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Ⅱ 歳入

科 目 予算額（千円） 説 明

１ 国民健康保険税 1,559,526 現年課税分 1,436,050 千円

（対前年増減 △2.83％）

ア 一般分 1,425,423 千円

調定額 1,552,750 千円

収納率 91.8％

イ 退職分 10,627 千円

調定額 10,901 千円

収納率 97.5％

滞納繰越分 123,476 千円

（対前年増減 +24.77％）

ア 一般分 120,700 千円

イ 退職分 2,776 千円

２ 一部負担金 2

３ 使用料及び手数料 2

４ 県支出金 4,329,794 保険給付費等交付金

ア 普通交付金 4,264,969 千円

イ 特別交付金 64,825 千円

５ 財産収入 1 預金利子

６ 繰入金 1,145,692 一般会計繰入金 523,721 千円

ア 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

120,000 千円

イ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

90,000 千円

ウ 事務費繰入金 37,021 千円

エ 出産育児一時金繰入金 26,600 千円

オ 財政安定化支援事業繰入金 100 千円

カ その他繰入金 250,000 千円

基金繰入金 621,971 千円
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ア 旧保険給付費等支払基金繰入金

481,971 千円

イ 旧高額療養費資金貸付基金繰入金

5,000 千円

ウ 旧出産費資金貸付基金繰入金

5,000 千円

エ 財政調整基金繰入金 130,000 千円

７ 繰越金 40,000

８ 諸収入 38,518

歳入合計 7,113,535
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Ⅲ 歳出

科 目 予算額（千円） 説 明

１ 総務費 37,939

２ 保険給付費 4,310,077 一般被保険者分 4,211,056 千円

（対前年増減 △0.96％）

参考・主な内容

ア 療養給付費 3,640,890 千円

イ 療養費 60,936 千円

ウ 高額療養費 508,470 千円

退職被保険者分 44,556 千円

（対前年増減 △59.34％）

参考・主な内容

ア 療養給付費 36,288 千円

イ 療養費 357 千円

ウ 高額療養費 7,776 千円

審査支払手数料 10,045 千円

出産育児一時金 39,900 千円

（42 万円×95 件）

葬祭費 4,500 千円

（5万円×90 件）

３ 国民健康保険

事業費納付金

2,024,844 一般被保険者分 2,018,643 千円

退職被保険者分 6,201 千円

４ 共同事業拠出金 2 退職者医療共同事業拠出金 2千円

５ 保健事業費 98,345 保健衛生普及活動 19,092 千円

参考・主な内容

ア 生活習慣病重症化予防対策事業

6,051 千円

イ 健康マイレージ事業 3,163 千円

ウ ジェネリック医薬品差額通知作成等業務

1,080 千円

特定健康診査・特定保健指導 79,253 千円
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参考・主な内容

ア 特定健康診査等委託料 60,444 千円

イ 特定保健指導委託料 2,899 千円

６ 基金積立金 591,972 国民健康保険財政調整基金積立金

591,972 千円

参考・主な内容

ア 旧保険給付費支払基金分 481,971 千円

イ 旧高額療養費資金貸付基金分 5,000 千円

ウ 旧出産費資金貸付基金分 5,000 千円

エ 財政調整基金 100,000 千円

７ 諸支出金 10,356

８ 予備費 40,000

歳出合計 7,113,535
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平成３０年度後期高齢者医療特別会計予算について

１ 基本方針

後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方及び６５歳以上７５歳未満で一定の障害がある

方（本人の申請に基づき、保険者の認定を受けた方）を対象とする医療保険制度で、平成

２０年４月から埼玉県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、事務及び財政運営の共同

処理、広域にわたる計画の策定、構成市町村の連絡調整が行われている。埼玉県後期高齢

者医療広域連合によると、埼玉県における平成２９年度の被保険者数は８１万６千人であ

り、被保険者の健康増進と医療費適正化の一層の推進による本制度の持続可能性の確保が

求められている。

平成３０年度和光市後期高齢者医療特別会計予算については、広域連合が推計した市負

担金算定に用いる諸係数及び当市における７５歳以上の被保険者数に基づき予算を編成し

ている。

主な歳入については、保険者である埼玉県後期高齢者医療広域連合が被保険者数から算

出した各構成市町村の保険料賦課見込額に予定収納率を乗じて得た保険料と高齢者の医療

の確保に関する法律第９９条に基づく、低所得者に対する保険料の軽減措置による減収相

当額を補完するための財源を一般会計からの繰り入れにより「保険基盤安定繰入金」とし

て計上している。

一方歳出については、歳入に連動する形で、後期高齢者医療保険料負担金及び保険基盤

安定負担金のほか、被保険者の資格喪失による保険料還付金等を計上している。

算出の基礎となった当市の被保険者数は６，７４１人で、前年度に比べて３４３人増加

しており、これに伴い予算額も４，１１９万９千円、６．１％の増となっている。

なお、平成３０年度は後期高齢者医療保険料等の改定年度となっている。

２ 予算規模

歳入歳出総額 ７億１，６７６万４千円

（対前年度比 ４，１１９万９千円、６．１％の増）
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歳 入 単位：千円

歳 出 単位：千円

科 目 予算額 説 明

款１ 後期高齢者医療保険料 626,364

特別徴収保険料 316,219
現年度分普通徴収保険料 302,787
過年度分普通徴収保険料 7,358

項１ 後期高齢者医療保険料 626,364
目１ 後期高齢者医療保険料 626,364

款２ 繰入金 88,395
項１ 一般会計繰入金 88,395

目１ 保険基盤安定繰入金 88,395

款３ 繰越金 1
項１ 繰越金 1

目１ 繰越金 1
款４ 諸収入 2,004

項１ 延滞金、加算金及び過料 401
目１ 延滞金

目２ 過料

400
1

項２ 償還金及び還付加算金 1,600

目１ 保険料還付金

目２ 還付加算金

1,500
100

項３ 預金利子 1
目１ 預金利子 1

項４ 雑入 2
目１ 滞納処分費

目２ 雑入

1
1

歳 入 合 計 716,764

科 目 予算額 説 明

款１ 後期高齢者医療広域連合納付金 715,160
項１ 後期高齢者医療広域連合納付

金

715,160

目１ 後期高齢者医療広域連合

納付金

715,160

款２ 諸支出金 1,601
項１ 償還金及び還付加算金 1,600

目１ 保険料還付金

目２ 還付加算金

1,500
100

項２ 諸支出金 1
目１ 一般会計繰出金 1

款３ 予備費 3
項１ 予備費 3

目１ 予備費 3

歳 出 合 計 716,764
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平成３０年度介護保険特別会計予算について

１ 基本方針

第７期介護保険事業計画は、「地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部

を改正する法律」の施行による介護保険法等の改正により、地域包括ケアシステムの深化・

推進及び介護保険制度の持続可能性の確保のための取組みを実施していく計画として位置

づけられており、和光市が策定する長寿あんしんプラン（第７期介護保険事業計画・高齢

者保健福祉計画）は、地域包括ケアシステムの完全機能化による共生社会の負担と市民の

生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指している。

計画の初年度となる平成３０年度の和光市介護保険特別会計は、事業計画の基本目標を

踏まえ、第６期計画以前から行っている包括ケアマネジメントの定着と介護予防及び重症

化予防の徹底を図り、在宅介護と医療の連携を強化していく。また、増加する認知症高齢

者の、全ての状態に対応するようなサービス提供基盤の整備等を見据えた予算編成とした。

平成３０年度における新規事業

ア 医療介護連携拠点の整備

平成２７年から、医療介護の連携拠点として朝霞地区医師会において、「地域

包括ケア支援室」を設置したところであるが、平成３０年度からは市の地域支援

事業としてこの地域包括ケア支援室を運営していく。具体的には、朝霞市、新座

市、志木市、和光市の朝霞地区４市で協働して、朝霞地区医師会に事業運営を委

託し実施していく。医療介護連携拠点の設置により、医療と介護連携がスムーズ

に実施できるようになり、在宅で安心した生活の継続につながっていく。

イ 地域密着型サービスの整備

平成３０年度に、中央エリアには認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型

居宅介護の併設型施設を、南エリアには南第二地域包括支援センターの整備を予

定している。また、同じく南エリアの集合住宅に対応した介護予防拠点の整備を

実施する。

歳出（平成３０年度の事業計画）

平成３０年度予算の歳出のうち、保険給付費である施設サービス費、居宅サービス
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費及び地域密着型サービス費については、第７期介護保険事業計画において推計した

給付費の伸び率に、直近の給付実績及び平成２９年度に新たに整備した定期巡回・随

時対応型訪問介護看護等のサービス見込み量の増加も考慮し、必要量から供給量を推

計し計上した。

また、地域支援事業については、介護予防・日常生活支援総合事業として、「介護

予防・生活支援サービス事業」並びに「一般介護予防事業」を引き続き実施するとと

もに、包括的支援事業として、地域ケア会議の充実、認知症施策の推進、各日常生活

圏域に生活支援コーディネーターを配置するための経費を引き続き計上するとともに、

新規事業である医療介護連携拠点の整備を予算計上する。

歳入

歳入の構成は、保険給付費に充当される介護保険料、国・県支出金、支払基金交付

金及び基金繰入金、また総務費等に充当される一般会計繰入金で構成されている。

歳入の２５．１％を占める介護保険料については、第７期基準月額４，５９８円を

基礎とし、被保険者数（１４，５５０人、対前年１６２人増）が１．１％増加するこ

とにより、保険料収入は８．５％増加することを見込み、予算計上している。

また、歳入の５５．７％を占める国・県・支払基金からの負担金については、歳出

に連動する形で各種サービス給付及び事業に要する費用の見込額に、それぞれの負担

割合を乗じて計上している。

この他、保険給付費、各種事業費及び事務費等に充当するため、歳入予算の１９．

２％にあたる一般会計及び介護給付費準備基金からの繰入金を計上し、予算全体を調

製した。

２ 予算規模

歳入歳出総額 ３５億１，７１３万７千円

（対前年度比 ７，１８６万５千円、２．１％の増）
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一般状況

科 目 予 算 額 説 明

１ 第一号被保険者数

２ 高齢化率

３ 保険料基準額

年間平均 １４，５５０人

（対前年比 １６２人 １．１％の増）

前期高齢者数（６５～７４歳）

７，８２４人

（対前年比△１０１人 △１．３％の減）

後期高齢者数（７５歳以上）

６，７２６人

（対前年比 ２６３人 ４．１％の増）

１７．６％

（前年と同率）

４，５９８円

（対前年比 ３７０円増）
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歳 入

科 目 予 算 額 説 明

１ 介護保険料

２ 国庫支出金

３ 支払基金交付金

４ 県支出金

５ 一般会計繰入金

６ 基金繰入金

８８３，０５９

６５２，９７３

８５６，０６６

４５０，４０６

６３８，０３４

３６，４９８

現年度分特別徴収保険料 ７６３，８０９

現年度分普通徴収保険料 １０２，７１９

滞納繰越分普通徴収保険料 １６，５３１

介護給付費負担金 ５５８，４９１

調整交付金 ３６，１４５

地域支援事業交付金 ５８，３３７

介護給付費交付金 ８１３，１４９

地域支援事業支援交付金 ４２，９１７

介護給付費負担金 ４２０，２９９

地域支援事業交付金 ２９，１６８

介護保険事業費補助金 ９３７

財政安定化基金支出金 ２

介護給付費繰入金 ３７６，４５８

事務費繰入金等 ２１０，３８６

低所得者軽減負担金繰入金 ４，９９５

その他一般会計繰入金 １７，０２７

地域支援事業繰入金 ２９，１６８

介護給付費準備基金繰入金 ３６，４９８
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歳 出

科 目 予 算 額 説 明

１ 総務費

２ 保険給付費

介護等サービス諸費

介護予防サービス等諸

費

その他諸費

高額介護等サービス諸

費

特定入所者介護サービ

ス等費

３ 財政安定化基金拠出

金

２１０，３８６

３，０１１，６６３

２，７９９，５０１

４７，９８３

１，８７３

８９，７７９

７２，５２７

２

一般管理費 ４０，９８７

連合会負担金 １１

賦課徴収費 ４，８９３

介護認定審査会費 ２９，９１２

運営協議会費 ３６６

地域包括支援センター事業費

１３２，４６６

趣旨普及費 １，７５１

居宅サービス系の実給付費

１，９９５，２００

施設サービス系の実給付費

８０４，３０１

介護予防サービス費他 ４７，９８３

審査支払手数料 １，８７２

その他 １

高額介護等サービス費 ８９，７２９

高額介護予防サービス費 ５０

特定入所者介護サービス費他

７２，５２７

科目設定 ２
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科 目 予 算 額 説 明

４ 市町村特別給付費

５ 地域支援事業費

６ 利用者負担額軽減制

度事業費

８ 保健福祉事業費

６６，８５５

２０７，２５８

１，２５０

１８，１１９

紙おむつ等サービス費 ３６，８０８

地域送迎サービス費 １９，１３４

食の自立・栄養改善サービス費１０，９１３

介護予防・日常生活支援総合事業費

１５８，９５０

包括的支援事業・任意事業費

４８，３０８

利用者負担額軽減制度事業費 １，２５０

介護予防スクリーニング事業 ４，７６５

健康増進・介護者リフレッシュ ４，１８６

地域介護予防 ２４７

介護予防強化サービス事業 ８，９２１
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平成３０年度和光都市計画事業

和光市駅北口土地区画整理事業特別会計予算について

１ 基本方針

和光市駅北口土地区画整理事業は、道路、公園等の公共施設の整備改善及び宅地の利用

の増進を図ることを目的とし、駅南口と併せた中心市街地として、計画的な市街地形成、

交通の円滑化、安全で快適な居住空間の確保など、災害に強い住み良いまちづくりを目指

す都市基盤整備事業である。

平成３０年度の予算編成は、前年度に引続き街路築造及び宅地造成等工事を実施するた

め工事請負費、建物移転に伴う移転補償費及び損失補償費等を計上している。

また、計画的な事業推進を目指し次年度施工予定箇所の建物移転等補償調査業務、工事

実施設計業務等及び駅北口駅前広場周辺の高度利用化を推進するため、土地区画整理事業

影響等検証業務の委託料を含め予算編成をした。

２ 予算規模

歳入歳出総額 ９億９９２万４千円

（対前年度比 ２億４,２３６万９千円 ２１．０％の減）
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　　（単位:千円・％）

本年度予算 前年度予算 比較増減額 対前年度比％

１ 国 庫 支 出 金 89,650 107,800 △ 18,150 △ 16.8

２ 繰 入 金 411,072 496,191 △ 85,119 △ 17.2

3 繰 越 金 1 1 0 0.0

４ 諸 収 入 1 1 0 0.0

５ 市 債 409,200 548,300 △ 139,100 △ 25.4

909,924 1,152,293 △ 242,369 △ 21.0

　　（単位:千円・％）

本年度予算 前年度予算 比較増減額 対前年度比％

１ 区 画 整 理 総 務 費 87,018 85,251 1,767 2.1

２ 区 画 整 理 事 業 費 822,406 1,066,542 △ 244,136 △ 22.9

３ 予 備 費 500 500 0 0.0

909,924 1,152,293 △ 242,369 △ 21.0歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

款

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

款
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平成３０年度水道事業会計の主な予算内容

１ 収益的収入及び支出

事業収益 １，５２８，４９３千円

事 業 費 １，３１０，５０３千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

営 業 収 益

営業外収益

特 別 利 益

１，３５９，４３４

１６８，９５９

１００

総給水量 ９,２８４,０００

総有収水量 ８,９８７,０００

有収率 ９６．８％

・給水収益 １,１１４,４０３千円

・受託工事収益 １，９９７千円

・配水管工事負担金 ５５,１８８千円

・加入金 １３７,８０８千円

・下水道使用料徴収事務受託料 ４７,４１２千円

・長期前受金戻入 １６７,３４５千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

営 業 費 用

営業外費用

特 別 損 失

予 備 費

１，２９５，１１０

９，７９３

６００

５,０００

・県水受水費 ４３８，３６７千円

・動力費 ４７，３４３千円

・浄水場運転管理等委託料 ５３,５２５千円

・量水器満期交換 ２０,２５６千円

・水道料金等徴収等委託料 ８８,８７５千円

・貸倒引当金繰入額 ９４３千円

・減価償却費 ４０３,５３２千円

・固定資産除却費 ６８３千円

・企業債利息 ８,５５６千円
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２ 資本的収入及び支出

収 入 額 ６，９６２千円

支 出 額 ６２３，５４６千円

※ 主要な建設改良事業

南浄水場第１・２配水池改修事業（２ヵ年継続事業） ２４４,９４４千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

負 担 金 ６,９６２ ・一般会計負担金 ６，９６２千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

建設改良費

企業債償還金

予 備 費

５８１，８４５

３６,７０１

５,０００

・給配水管布設費 ２５０，２３６千円

・浄水場施設改良費 ３０２，１８４千円

・企業債償還金 ３６，７０１千円
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平成３０年度下水道事業会計の主な予算内容

１ 収益的収入及び支出

事業収益 １，１７４，４８１千円

事 業 費 １,０３７,８５３千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

営 業 収 益

営業外収益

特 別 利 益

９０６，７０２

２６７,７６４

１５

有収水量 ８,６８２,０００㎥

・下水道使用料 ６５４,５３４千円

・他会計負担金 ２５１,５９６千円

・指定工事店等手数料等 ５７２千円

・預金利息 ４千円

・他会計補助金 １１１,１１４千円

・長期前受金戻入 １５３,０７４千円

・下水道施設占用料等 ３,５７２千円

・過年度損益修正益 １５千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

営 業 費 用

営業外費用

特 別 損 失

予 備 費

９２７，６５７

１０４，８９６

３００

５,０００

・施設維持関係委託(雨水) １２,０３６千円

(汚水) ３４,７３４千円

・施設維持等修繕 （雨水） ５,１１２千円

（汚水） ２６,７９９千円

・下水道使用料算定及び徴収事務委託

４７,４１２千円

・荒川右岸流域下水道事業維持管理負担金等

２８８,８３６千円

・貸倒引当金繰入額 ５９５千円

・減価償却費 ４５４,０４２千円

・下水道事業債利子償還金 ７７,７１０千円

・過年度損益修正損 ３００千円
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２ 資本的収入及び支出

収 入 額 ３３７，５１８千円

支 出 額 ７７５,５２２千円

※ 主要な建設改良事業

越戸川第１号雨水幹線整備工事 １８９,０００千円

和光市駅北口土地区画整理地内汚水整備工事 ２１,３４１千円

中央分区枝線工事（市道４７６号線） ４３,２００千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

企 業 債

補 助 金

他会計負担金

他会計補助金

貸付金償還金

２２８,７００

６８,０００

２２,４０７

１８,２９１

１２０

・建設改良費等企業債 ２２８,７００千円

・国庫補助金 ６８,０００千円

・他会計負担金 ２２,４０７千円

・一般会計雨水補助金 １８,２９１千円

項 目 予 算 額 （ 千 円 ） 主 な 内 容

建設改良費

企業債償還金

貸 付 金

予 備 費

３７７,３９９

３９２,８２３

３００

５,０００

・工事請負費(雨水) １９２,０２４千円

(汚水) ７９,３６４千円

・委託料 (雨水) １４,９６９千円

(汚水) ２５,１６４千円

・荒川右岸流域下水道事業建設負担金

２１,２２９千円

・下水道事業債元金償還金 ３９２,８２３千円

・水洗便所改造資金貸付金 ３００千円
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